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第８１号議案 

 
 
 
   芦屋市立地区集会所の指定管理者の指定について 

 
 
 
 下記のとおり指定管理者を指定したいので，地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により，市議会の議決を求める。 

 
 
   平成２５年１２月２日提出 

 
 
 

   芦屋市長 山 中  健    

 
 

記 

 
１ 管理を行わせる施設 

      名 称 所在地        

打出集会所 芦屋市大東町１７番３号 
翠ケ丘集会所 芦屋市翠ケ丘町９番１５号 
竹園集会所 芦屋市竹園町５番６号 
前田集会所 芦屋市前田町８番１７号 
朝日ケ丘集会所 芦屋市朝日ケ丘町３０番９号 
春日集会所 芦屋市春日町１３番１７号 
潮見集会所 芦屋市潮見町７番１号 
浜風集会所 芦屋市浜風町３番２号 
奥池集会所 芦屋市奥池南町３４番４号 
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西蔵集会所 芦屋市西蔵町１１番１６号 
大原集会所 芦屋市大原町２０番２号 
茶屋集会所 芦屋市茶屋之町８番２０号 
三条集会所 芦屋市三条町８番３号 

 
２ 指定管理者  
  名 称 芦屋市地区集会所運営協議会連合会 
  所在地 芦屋市大原町２０番２号 
  代表者 理事長 田中 隆 

 
３ 指定期間 
  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


